
ほ の 国 こ ど も パ ス ポ ー ト 事 業 実 施 要 綱  

 

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 ほ の 国 こ ど も パ ス ポ ー ト 事 業 （ 以 下 「 本 事 業 」 と

い う 。 ） の 実 施 に つ い て 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 目 的 ）  

第 ２ 条  本 事 業 は 、豊 橋 市 、豊 川 市 、蒲 郡 市 、新 城 市 、田 原 市 、設 楽 町 、

東 栄 町 及 び 豊 根 村 （ 以 下 「 東 三 河 地 域 」 と い う 。 ） の 子 ど も た ち を 対

象 と し て 、 東 三 河 地 域 に お け る 公 の 施 設 の 使 用 料 又 は 利 用 料 金 （ 以 下

「 使 用 料 等 」 と い う 。 ） を 免 除 す る こ と 及 び 協 力 事 業 者 か ら 特 典 の 提

供 を 受 け る こ と に よ り 、 東 三 河 地 域 の さ ら な る 住 民 交 流 を 促 進 し 地 域

の 活 性 化 を 図 る と と も に 、 子 ど も た ち の 健 全 な 育 成 及 び 豊 か な 人 間 性

を 培 う こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号

に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ）  学 齢 児 童  満 ６ 歳 に 達 し た 日 の 翌 日 以 後 に お け る 最 初 の 学 年 の

初 め か ら 、 満 12歳 に 達 し た 日 の 属 す る 学 年 の 終 わ り ま で （ 満 12歳 に

達 し た 日 の 属 す る 学 年 の 終 わ り ま で に 小 学 校 又 は 特 別 支 援 学 校 の 小

学 部 の 課 程 を 修 了 し な い と き は 、 満 15歳 に 達 し た 日 の 属 す る 学 年 の

終 わ り （ そ れ ま で の 間 に お い て 当 該 課 程 を 修 了 し た と き は 、 そ の 修

了 し た 日 の 属 す る 学 年 の 終 わ り ） ま で ） の 者 を い う 。   

（ ２ ）  学 齢 生 徒  小 学 校 又 は 特 別 支 援 学 校 の 小 学 部 の 課 程 を 修 了 し た

日 の 翌 日 以 後 に お け る 最 初 の 学 年 の 初 め か ら 、 満 15歳 に 達 し た 日 の

属 す る 学 年 の 終 わ り ま で の 者 を い う 。  

（ ３ ）  協 力 事 業 者  本 事 業 の 趣 旨 に 賛 同 し 、 自 ら の 負 担 に よ り 、 ほ の

国 こ ど も パ ス ポ ー ト （ 様 式 第 １ ） （ 以 下 「 パ ス ポ ー ト 」 と い う 。 ）



の 提 示 者 に 対 し て 、 特 典 （ 次 号 で 定 義 ） を 提 供 す る 東 三 河 地 域 内 の

店 舗 及 び 施 設 を い う 。  

（ ４ ）  特 典  協 力 事 業 者 が 任 意 に 設 定 す る 割 引 、 ポ イ ン ト 付 与 、 商 品

又 は サ ー ビ ス の 提 供 そ の 他 の 優 遇 措 置 を い う 。  

（ 対 象 者 ）  

第 ４ 条  本 事 業 の 対 象 と す る 者 （ 以 下 「 対 象 者 」 と い う 。 ） は 、 次 に 掲

げ る 者 と す る 。  

（ １ ）  東 三 河 地 域 内 の 小 学 校 、 中 学 校 、 中 等 教 育 学 校 又 は 特 別 支 援 学

校 に 在 学 す る 学 齢 児 童 又 は 学 齢 生 徒  

（ ２ ）  豊 橋 朝 鮮 初 級 学 校 に 在 学 す る 学 齢 児 童 並 び に カ ン テ ィ ー ニ ョ 及

び 伯 人 学 校 イ ー エ ー エ ス 豊 橋 に 在 学 す る 学 齢 児 童 又 は 学 齢 生 徒  

 （ ３ ）  東 三 河 地 域 内 に 居 住 し 、 東 三 河 地 域 外 の 小 学 校 、 中 学 校 、 中 等

教 育 学 校 又 は 特 別 支 援 学 校 に 在 学 す る 学 齢 児童又は学齢生徒 

    （ ４ ）  前 各 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 東 三 河 地 域 内 に 居 住 す る 学 齢 児童又は学 

     齢生徒 

（ ５ ）  その他東三河広域連合長（以下「広域連合長」という。）が認める者 

 （ 免 除 対 象 施 設 等 ）  

第 ５ 条  本 事 業 の 対 象 者 に つ い て 公 の 施 設 の 使 用 料 等 の 免 除 の 対 象 と す

る 施 設 及 び 使 用 料 等 は 別 表 第 １ に 掲 げ る と お り と す る 。  

２  本 事 業 に お い て 使 用 料 等 を 免 除 す る 日 は 、 そ れ ぞ れ の 公 の 施 設 が 定

め る 閉 館 日 を 除 く 全 日 と す る 。   

 （ ほ の 国 こ ど も パ ス ポ ー ト カ ー ド の 交 付 ）  

第 ６ 条  第 ４ 条 に 掲 げ る 対 象 者 で あ る こ と を 証 明 す る た め 、 当 該 対 象 者

に 対 し 、 パ ス ポ ー ト を 交 付 す る 。  

（ 学 校 長 へ の 事 務 の 委 嘱 ）  

第 ７ 条  広 域 連 合 長 は 、 第 ４ 条 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 に 掲 げ る 対 象 者 （ 以 下

「 第 １ 号 対 象 者 等 」 と い う 。） が 在 学 す る 学 校 の 学 校 長 に 対 し て 、 次 条



か ら 第 10条 ま で に 掲 げ る パ ス ポ ー ト の 交 付 、 再 交 付 及 び 回 収 に 係 る 事

務 を 委 嘱 す る も の と す る 。  

 （ パ ス ポ ー ト の 交 付 ）  

第 ８ 条  学 校 長 は 、 第 １ 号 対 象 者 等 を と り ま と め 、 パ ス ポ ー ト を 交 付 す

る も の と す る 。  

２  第 ４ 条 第 ３ 号 か ら 第 ５ 号 ま で に 掲 げ る 対 象 者 （ 以 下 「 第 ３ 号 対 象 者

等 」 と い う 。） は 、 パ ス ポ ー ト の 交 付 を 受 け よ う と す る と き は 、 パ ス ポ

ー ト 交 付 申 請 書（ 様 式 第 ２ ）を 広 域 連 合 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３  広 域 連 合 長 は 、 前 項 の 申 請 を 受 け た と き は 、 身 分 証 明 書 等 に よ り 第

３ 号 対 象 者 等 で あ る こ と を 確 認 の 上 、 パ ス ポ ー ト を 交 付 す る も の と す

る 。  

 （ パ ス ポ ー ト の 再 交 付 ）  

第 ９ 条  パ ス ポ ー ト を 紛 失 、 汚 損 等 し た こ と に よ り 再 交 付 を 受 け よ う と

す る と き は 、 第 １ 号 対 象 者 等 に あ っ て は 当 該 対 象 者 等 が 在 学 す る 学 校

の 学 校 長 に パ ス ポ ー ト 再 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 ３ ） を 、 第 ３ 号 対 象 者 等

に あ っ て は 広 域 連 合 長 に パ ス ポ ー ト 再 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 ４ ） を 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

２  学 校 長 又 は 広 域 連 合 長 は 、 前 項 の 申 請 を 受 け た と き は 、 そ の 理 由 を

確 認 の 上 、 パ ス ポ ー ト を 再 交 付 す る も の と す る 。  

 （パスポートの回収） 

第 10条  対 象 者 が 転 校 、 転 出 に よ り 対 象 者 で な く な る 場 合 は 、 第 １ 号 対

象 者 等 に あ っ て は 当 該 対 象 者 等 が 在 学 す る 学 校 の 学 校 長 が 、 第 ３ 号 対

象 者 等 に あ っ て は 広 域 連 合 長 が パ ス ポ ー ト を 回 収 す る も の と す る 。  

 （ 有 効 期 間 ）  

第 11条  パ ス ポ ー ト の 有 効 期 間 は 、 パ ス ポ ー ト に 記 載 し た 期 間 と す る 。  

 （ 適 正 使 用 等 ）  

第 12条  対 象 者 は 、 交 付 を 受 け た パ ス ポ ー ト を 適 正 に 管 理 し 、 及 び 使 用



し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 パ ス ポ ー ト を 他 人 に 貸

与 し て は な ら な い 。  

 （ 利 用 状 況 の 把 握 ）  

第 13条  広 域 連 合 長 は 、 本 事 業 の 利 用 状 況 を 把 握 す る た め 、 別 表 第 １ に

掲 げ る 公 の 施 設 の 長 に 、 ほ の 国 こ ど も パ ス ポ ー ト 事 業 実 績 書 （ 様 式 第

５ ） の 作 成 及 び 提 出 を 求 め る も の と す る 。  

２  広 域 連 合 長 は 、 協 力 事 業 者 に 対 し 、 特 典 の 提 供 状 況 等 に つ い て 、 可

能 な 範 囲 で 報 告 へ の 協 力 を 依 頼 す る こ と が で き る 。  

３  広 域 連 合 長 は 、 第 １ 項 の 事 業 実 績 書 及 び 前 項 の 報 告 に 基 づ き 、 本 事

業 の 効 果 を 検 証 し 、 制 度 の 改 善 に 努 め る も の と す る 。  

（ 協 力 事 業 者 の 役 割 ）  

第 14条  協 力 事 業 者 は 、 対 象 者 が 安 心 し て 利 用 で き る 環 境 の 整 備 に 努 め

 る ほ か 、 本 事 業 の 周 知 及 び 普 及 に 協 力 す る も の と す る 。  

２  協 力 事 業 者 は 、 特 典 の 内 容 そ の 他 の 取 組 に お い て 、 子 ど も の 健 全 な

成 長 に 配 慮 し 、 社 会 的 信 頼 を 損 な う こ と の な い よ う に 努 め る も の と す

る 。  

 （ 協 力 事 業 者 の 登 録 等 ）  

第 15条  協 力 事 業 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る 者 と す る 。  

（ １ ）  愛 知 県 又 は 東 三 河 の い ず れ か の 市 町 村 と の 間 で 、物 品 購 入 、業  

務 委 託 、 工 事 請 負 等 の 契 約 又 は 事 業 協 定 ・ 提 携 ・ 協 力 等 の 実 績 を 有  

す る 者  

（ ２ ）  こ ど も 、家 族 連 れ の 集 客 を 目 的 と す る 者 及 び 地 域 内 交 流 を 目 的  

と す る 者  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 広 域 連 合 長 は 、 前 項 各 号 の い ず れ か に 該

当 し な い 場 合 で あ っ て も 、 本 事 業 の 趣 旨 に 照 ら し て 特 に 適 当 と 認 め る

者 を 協 力 事 業 者 と し て 登 録 す る こ と が で き る 。  

３  本 事 業 に 協 力 し よ う と す る 事 業 者 は 、 店 舗 及 び 施 設 ご と に 「 ほ の 国



こ ど も パ ス ポ ー ト 協 力 事 業 者 登 録 申 込 書 」 （ 様 式 第 ６ ） を 広 域 連 合 長

に 提 出 す る も の と す る 。  

４  広 域 連 合 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 込 み を 受 け た と き は 、 そ の 内 容

を 確 認 し 、 適 当 と 認 め る 場 合 は 協 力 事 業 者 と し て 登 録 し 、 「 ほ の 国 こ

ど も パ ス ポ ー ト 協 力 事 業 者 登 録 決 定 通 知 書 」 （ 様 式 第 ７ ） に よ り 通 知

す る と と も に 、 「 協 力 事 業 者 認 定 書 」 （ 様 式 第 ８ ） を 交 付 す る も の と

す る 。  

５  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 協 力 事 業 者 と し て 登 録 す る こ

と が で き な い 。  

（ １ ）風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律（ 昭 和 23年 法   

律 第 12 2号 ） 第 ２ 条 に 規 定 す る 営 業 を 行 う 者  

（ ２ ） 宗 教 活 動 又 は 政 治 活 動 を 主 た る 目 的 と す る 者  

（ ３ ）暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律（ 平 成 ３ 年 法 律    

第 7 7号 ） 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 又 は そ の 関 係 者  

（ ４ ） 公 序 良 俗 に 反 す る お そ れ が あ る 者  

（ ５ ） そ の 他 広 域 連 合 長 が 本 事 業 の 趣 旨 に そ ぐ わ な い と 認 め る 者  

６  協 力 事 業 者 は 、登 録 内 容 を 変 更 又 は 協 力 を 廃 止 し よ う と す る と き は 、

「 ほ の 国 こ ど も パ ス ポ ー ト 協 力 事 業 者 登 録 内 容 変 更・廃 止 申 請 書 」（ 様

式 第 ９ ） に よ り 、 変 更 又 は 廃 止 の 日 の １ か 月 前 ま で に 広 域 連 合 長 に 申

請 し な け れ ば な ら な い 。  

７  広 域 連 合 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 を 受 け た と き は 、 そ の 内 容 を

確 認 の う え 、 「 ほ の 国 こ ど も パ ス ポ ー ト 協 力 事 業 者 登 録 内 容 変 更 ・ 廃

止 承 認 通 知 書 」 （ 様 式 第 10） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

８  協 力 事 業 者 は 、 交 付 を 受 け た 「 協 力 事 業 者 認 定 書 」 を 、 利 用 者 が 容

易 に 確 認 で き る 位 置 に 掲 示 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

９  広 域 連 合 長 は 、 協 力 事 業 者 が 前 各 項 の 規 定 に 違 反 し た と き 、 又 は 特

典 の 内 容 そ の 他 の 運 営 が 本 事 業 の 趣 旨 に 著 し く 反 す る と 認 め る と き は 、



当 該 登 録 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

10  広 域 連 合 長 は 、 登 録 し た 協 力 事 業 者 の 名 称 、 所 在 地 及 び 特 典 内 容 を

公 表 し 、 利 用 者 へ の 周 知 に 努 め る も の と す る 。  

 （ 雑 則 ）  

第 16条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

   附 則 

 こ の 要 綱 は 、 平 成 27年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 29年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

  こ の 要 綱 は 、 平 成 30年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

  こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

  こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ５ 月 13日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

  こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

  こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 １ ２ 月 １ ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

  こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 １ １ 月 ７ 日 か ら 施 行 す る 。  


